
方向指示器

ナンバープレート
後部反射器

尾灯・制動灯
最高速度表示灯

最高速度表示灯

前照灯

主な必要装置

警音器

保安基準適合を確認したものには、
製造時に性能等確認済シールが貼られます。

性能等確認済シール

前後輪ブレーキ

特定小型原動機付自転車の分類

特例特定小型原動機付自転車

（歩道モード）

大きさ

定格出力

最高速度 20㎞/h以下（緑色点灯） 6㎞/h以下（緑色点滅）

ナンバープレート

自賠責保険

運転免許

ヘルメットの着用

車道走行 可

歩道の走行 不可 可※

路側帯の走行 不可 可※

自転車道・自転車専用

通行帯の走行
可

※普通自転車通行不可の場合を除く

特定小型原動機付自転車

幅60㎝以下×長さ190㎝以下

0.60kw以下

義務

義務

不要（16歳未満は運転禁止）

努力義務


